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重点的な取組
　基本方針、基本施策の中でも、安全なまちづくりを進めるうえで抱える重要な課題、「不安に感じる犯
罪や子ども・女性への犯罪防止」、「特殊詐欺対策の推進」、「地域防犯力の向上」の ３項目について、重点
的に取り組みます。

１ 　不安に感じる犯罪や子ども・女性への犯罪防止
　刑法犯認知件数のうち、不安に感じる犯罪（ ８罪種）は ５割弱を占めており、不安に感じる犯罪
の認知件数の減少を図ることで、市民が安全で安心して暮らせることに繋がることから、それぞれ
の犯罪の特性を踏まえ、市民や事業者、警察など関係機関と連携し施策を実施します。
　また、子どもや女性に対する声かけなどの不審者事案は重大な事件のきっかけになることもあり、
早い段階で対応することが必要です。また、子どもや女性が遭いやすい犯罪について、きめ細かな
対策を実施します。
≪不安に感じる犯罪の防止≫
○　防災情報メールによる注意喚起のための犯罪情報の提供
○�　広報紙、広報番組、ホームページ等による防犯対策等の広報
啓発

○　少年サポートセンターひろしまの支援の充実
≪子ども・女性への犯罪防止≫
○　防災情報メールによる不審者情報や犯罪情報の提供
○　女子大学生など対象者を限定した防犯講習会の開催

２ 　特殊詐欺対策の推進
　特殊詐欺は、新型コロナウイルス感染症の流行により生活様式
が見直される中、その手口はますます悪質巧妙化しています。警
察や金融機関などと連携を図りながら、防止対策の実施など総合
的な取組を進めます。
○　特殊詐欺被害抑止のための広報
○　防災情報メールによる犯罪情報の提供

３ 　地域防犯力の向上
　地域防犯活動が抱える課題等に対応するため、町内会・自治会
の地域活動への参加促進に取り組み、地域の連帯意識や一体感の
醸成などにより、住民が安全で安心を実感できる状況を目指し、
地域防犯力の向上に向けた好循環を創ります。
○　若い世代の地域防犯活動団体への参画促進
○�　あいさつ運動や通勤を利用した見守り活動など町内会等地域
単位で取り組む活動の促進
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青色防犯パトロール活動

市民と市政令和２年１２月１５日号
特殊詐欺・消費者トラブルに注意！

特殊詐欺被害を防ぐ「あいことば」

地域の見守り活動



基本目標

市民が安心して生活できる安全な地域社会の実現
�○　刑法犯認知件数を年間５,700件以下とします
�○　市民の安心感の向上のため、不安に感じる犯罪の認知件数を年間2,600件以下とします

行動理念

自分たちのまちは、自分たちで創り、守る

　市民が安心して生活できる安全な地域社会を実現するためには、「自分たちのまちは、自分たちで創り、
守る」という防犯意識の醸成と、市民、事業者及び行政がそれぞれの役割を担い、協働して、総合的な
防犯対策に取り組んでいくことが必要です。
　このため、「自分たちのまちは、自分たちで創り、守る」を、計画の行動理念とし、各種の取組を進めます。

基本方針及び基本施策

　市民一人一人が防犯に関心を持ち、犯罪の手口や対策を知り、適切な対策を講じることができる状
況になれば、犯罪被害を防ぐことができます。また、「自分の安全は自分で守る」とともに、インター
ネット等での誹謗中傷などから知らないうちに犯罪を起こしてしまうなど、「自らが犯罪を起こさな
い」という規範意識や社会モラルの向上が求められます。
⑴　防犯意識を高める支援活動の推進
　○　広報紙、広報番組、ホームページ等による広報
　○　市政出前講座・防犯講習会等での意識啓発
　○　若者に犯罪を起こさせないための啓発活動
⑵　防犯力を高める情報発信の充実
　○　防災情報メールによる不審者情報や犯罪情報の提供
　○　ホームページを活用した防犯情報の提供
　○　防犯街頭キャンペーンの実施
⑶　高齢者・子ども・女性等の防犯力の強化
　○　特殊詐欺被害抑止のための広報
　○�　市政出前講座・中学生を対象とした犯罪被害等防止教室での
意識啓発

　○　「子ども安全の日」事業の実施
　○　小中高校生を中心とした電子メディアの適正利用の啓発

１ 　防犯意識の高いひとづくり

犯罪被害等防止教室

特殊詐欺対策のチラシ



　安全なまちづくりには、市民や事業者等が高い防犯意識を持ち、地域のつながりを深めながら連携・
協力して継続的に防犯活動に取り組むことが重要です。しかし、地域の防犯活動団体に参加している
構成員の高齢化などの課題があります。
　また、子どもへのあいさつ運動や町内会・自治会による防犯行事の開催などの
コミュニティ活動は、地域に連帯意識を醸成するばかりでなく、犯罪の抑止につ
ながります。
⑴　自主的・持続的な防犯活動（エリアマネジメント）の推進
　○　子どもの見守り活動の促進　　○　「こども110番の家」の登録の促進
　○　若い世代の地域防犯活動団体への参画促進
⑵　地域防犯活動への支援
　○　パトロール隊等への防犯資機材の提供　　○　防犯組合等への補助
　○　地域防犯カメラ設置補助　　　　　　　　○　安全なまちづくり功労表彰の実施
⑶　地域防犯ネットワークの形成
　○　安全なまちづくり推進協議会の開催
　○　区役所における「減らそう犯罪」まちづくり連絡協議会の開催

２ 　防犯力の高い地域づくり

　犯罪の未然防止には、犯罪を起こさせない環境整備などハード面からの取組も必要です。犯罪の特
性などその地域に応じた取組を、市民や事業者、地域団体、市が協力して進めることが重要です。ま
た、身近な生活環境の防犯性を高めることや地域の環境美化に取り組むことなどは、犯罪の起こりに
くい環境づくりにつながります。
⑴　犯罪防止に配慮した公共施設の整備等
　○　公園等の見通しの確保　　○　防犯灯、公園灯の整備
　○　通学路の整備
⑵　市民・事業者による環境整備等の促進
　○　自転車の施錠の徹底　　○　一家一事業所一点灯運動の推進
　○　空き家対策の実施
⑶　繁華街等地域に応じた環境改善
　○　流川・薬研堀地区の健全で魅力的なまちづくりの推進
　○　客引防止対策の推進
　○　放置自転車対策の推進

３ 　犯罪の起こりにくい環境づくり

地域防犯カメラ

安全なまちづくり推進協議会

一家一事業所一点灯
運動のぼり旗

流川環境浄化活動「リバークリーン作戦」



　犯罪をした者等の中には、安定した仕事や住居がないため、地域社会で生活するうえで様々な課
題を抱えている者が多くいます。市民が安心して生活できる安全な地域社会の実現のためには、犯
罪をした者が再び罪を犯さないようにすることが重要です。そのためには、犯罪をした者等が地域
社会において生活を立て直す必要があります。また、社会復帰をするためには、本人の努力だけで
なく、地域社会の理解と協力が必要です。（本市の地方再犯防止推進計画（再犯の防止等の推進に
関する法律第 ８条）として位置付けます。）
⑴　再犯防止の取組ヘの理解の促進
　○　「社会を明るくする運動」への参画
　○　広島市地区保護司会等への事業補助
⑵　社会復帰への支援
　○　保健医療・福祉サービスの提供
　○　少年サポートセンターひろしまにおける相談支援
　○　薬物・アルコール等依存症の相談支援
⑶　矯正施設、県、民間協力者等の連携体制の構築
　○�　矯正施設所在自治体会議、広島県再犯防止推進に関する連
絡会議等への参画

４ 　再犯防止のための体制づくり

　犯罪に遭った被害者等は、犯罪による直接的な被害だけでなくその後も副次的な被害に苦しめら
れることが少なくありません。犯罪被害者等が再び地域において平穏な生活を営むため、必要なと
きに必要な場所で適切な支援が途切れることなく提供されることが必要であり、地域社会の理解や
配慮、協力が重要です。
⑴　支援活動の拡充
　○　犯罪被害者等総合相談窓口での相談受付・情報提供
　○　広島被害者支援センターへの活動支援
⑵　市民・事業者の理解の増進
　○　ホームページや啓発用ポスター等での情報提供
　○　街頭キャンペーンの実施

５ 　犯罪被害者等への支援体制づくり

第70回“社会を明るくする運動”
内閣総理大臣メッセージの伝達式

更生ペンギンのホゴちゃんとサラちゃん

区役所展示（犯罪被害者等支援広報）

「減らそう犯罪」区民大会
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